
小児抗菌薬適正使用支援加算について
当院では不要な抗菌薬を避け、必要な症例に対して抗菌薬治療を
行っており、小児抗菌薬適正使用支援加算を算定しています。

急性気道感染症、急性中耳炎、急性副鼻腔炎
又は急性下痢症により受診した患者であって、
診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められ
ないため抗菌薬を使用しないものに対して、
療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、
文書により説明内容を提供した場合は、小児抗菌薬
適正使用支援加算として、月１回に限り8 0点を
所定点数に加算する。
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